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　これまでは、こくほは市町村ごとに運営されていました
が、平成30年4月から、北海道も市町村とともにこくほの
運営を担っています。

市町村

市町村

市町村

納付金を道へ納める

北海道

保険給付の費用を
市町村へ交付する

これまでどおり、
身近な窓口として、
●保険料の決定・徴収
●資格管理（保険証の発行など）
●医療給付の決定・支給
●きめ細かい保健事業
などを行っています。

新たにこくほの運営に加わり、
安定的な財政運営の中心となり、
●市町村が道に納める納付金や、
市町村ごとの標準保険料率を
算定・公表
●事務の効率化、標準化、広域
化の推進

などを行っています。

市町村の役割 北海道の役割

平成30年度から、こくほは
北海道と市町村が協力して運営しています。

●市町村と北海道の新たな役割分担

●なぜ、北海道と市町村が協力して運営する必要があるの？
　こくほは、勤務先の健康保険などの他の医療保険と比べ
ると、加入者に高齢者が多く、医療費が年々増加している
上に、所得水準が低いといった課題を抱えています。
　これまでの市町村のような小さい単位での運営では、医
療費増加のリスクを抱えるには限界がある上に、少子高齢
化や人口減少により、地域によって加入者が減り続けていく
恐れもあります。また、市町村ごとに保険料が大きく異なっ
ているため、公平な加入者負担となっていません。
　そのため、運営の単位を北海道全体に拡大し、国民皆保
険の要であるこくほを安定した制度として、次の世代に引き
継げるよう運営していくとともに、保険料を全道で同じ水準
に近づけていく（平準化）ことを目指します。
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